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○御嵩町まちづくり活動等応援補助金交付事業実施要綱 

令和５年12月28日 

訓令甲第49号 

御嵩町地域づくり活動助成金交付事業実施要綱（平成14年訓令甲第21号）の全部

を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、住民主体の地域社会の形成を目的として、創意と工夫にあふ

れた自主的かつ主体的なまちづくり活動（以下「まちづくり活動」という。）を

行う団体（以下「団体」という。）に対し予算の範囲内で補助金を交付すること

について、御嵩町補助金交付規則（平成５年規則第４号。以下「規則」という。）

に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（令７訓令甲35・一部改正） 

（補助対象者） 

第２条 補助の対象となる団体は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。 

(１) ５人以上で構成する団体で、御嵩町内に在住、在学又は在勤する者が構成

員となっていること。 

(２) 御嵩町内を拠点として活動を行う団体であること。 

(３) 政治、宗教、結社、労働運動等を目的とする団体でないこと。 

(４) 単なる物品の販売（御嵩町に関する物品の販売を除く。）又は営利を主た

る目的とする団体でないこと。 

(５) 構成員相互の親睦又は個人の学習活動若しくは趣味活動を目的とする団体

でないこと。 

(６) 会則、規約等を定めていること又は第６条第３項に規定する審査の日まで

にこれらを定める予定があること。 

２ 前項の規定にかかわらず、規則第５条の２第１項各号のいずれかに該当すると

認められる団体は、対象としない。 

３ 第１項の規定にかかわらず、この要綱の規定による補助を受けたことがある団

体（以下「既存団体」という。）と構成員の半数以上が同一である場合は、町長

は、当該団体が既存団体と同一であるとみなすことができる。 

（補助対象事業） 

第３条 補助の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、次の各号に

掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。 

(１) スタートアップ事業 まちづくり活動を開始するために新たに団体を設立

し、活動の基盤を整備する事業（団体を設立した日の属する年度のまちづくり

活動事業を含む。） 

(２) まちづくり活動事業 団体がまちづくり活動を継続して行う事業 

(３) まちづくり推進イベント事業 既存団体が、前号のまちづくり活動事業と

は別にまちづくりの推進のための新たなイベントを開催する事業 

(４) まちづくり施設等整備事業 団体が行うまちづくり活動の拠点又はまちづ

くり活動に資する施設等の整備を行う事業 
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２ 前項第４号の事業は、次の要件に適合するものとする。 

(１) 原則として団体が自ら運営するもので、地域の特徴、特性又は資源を活か

した施設整備であって、その機能が最大限に活用されるものであること。 

(２) 施設の維持管理を団体が行うもの又は地域住民の協力が得られるものであ

ること。 

(３) 事業用の土地、建物等の所有権を有する者からまちづくり施設整備事業を

行うこと及び当該まちづくり施設等整備事業の完了後５年以上継続的に使用す

ることについて承諾を得ていること。 

３ 前項の規定にかかわらず、まちづくり施設等整備事業にあっては次に掲げる場

合は、補助対象事業としない。 

(１) 計画の部分的な事業又は当該事業のみでは単独で効用を十分に果たせない

場合 

(２) 補助金の交付決定前に着手している場合 

(３) この要綱による補助金以外に同種の補助金等の交付を受けている場合 

(４) その他まちづくり施設等整備事業の目的に適合しない場合 

（令７訓令甲35・一部改正） 

（補助対象経費） 

第４条 前条第１項第１号から第３号までの事業に係る補助対象経費は、当該事業

における総事業費から次の各号に掲げる経費を控除した額とする。 

(１) 団体の活動又はイベントの開催に係る交通費（75,000円を超える部分に限

る。） 

(２) 備品購入費（１件あたり３万円を超えるものに限る。） 

(３) 団体の構成員に係る食糧費 

(４) 団体の構成員に対する人件費、謝礼等 

(５) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認めた経費以外の経費 

２ 前条第１項第４号の事業に係る補助対象経費は、まちづくり施設等整備事業に

係る設計費並びに工事費及び監理費の全部又は一部とする。ただし、次の経費は

補助の対象としない。 

(１) 事業に係る資料代、通信費、調査費、申請料等一般事務費 

(２) 土地購入費、造成経費又は外構工事費 

(３) 家具類、電化製品等の備品（設備工事に含まれる冷暖房機器等を除く。）

を調達する経費 

(４) 業として行う者以外に係る人件費 

(５) 事業に係る重機、機器、工具等の購入経費 

(６) 指定検査機関等が行う建築確認又は完了検査の費用 

(７) 前各号に掲げるもののほか、直接的経費と認められない経費 

３ 前２項の規定にかかわらず、団体に次に掲げる収入がある場合は、当該収入の

合計額を補助対象経費から控除するものとする。 

(１) 事業収入（補助対象事業に係る事業収入に限る。） 

(２) 寄附金又は協賛金 
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(３) この要綱による補助金以外の補助金又は交付金等 

(４) 前３号に掲げるもののほか、町長が控除すべきと認めたもの 

（補助金の額等） 

第５条 補助金の額、年度ごとの限度額等は、別表のとおりとする。 

２ 補助金の額に千円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額とする。 

３ １団体に対する補助金の交付は、事業ごとに年１回とする。ただし、第３条第

１項第３号及び第４号に規定する事業については、この限りでない。 

（令７訓令甲35・一部改正） 

（事業計画の承認等） 

第６条 補助金の交付を受けようとする団体（以下「申請団体」という。）は、当

該申請団体が行う事業（第３条第１項第３号に規定するまちづくり推進イベント

事業を除く。）の計画及び期間について、あらかじめ町長の承認を受けなければ

ならない。 

２ 前項の承認を受けようとする団体は、御嵩町まちづくり活動等事業計画承認申

請書（別記様式第１号）に、次の書類を添えて、町長が指定する日までに、町長

に提出しなければならない。ただし、第４号から第６号までの書類は、まちづく

り施設等整備事業に限る。 

(１) 事業計画書（別記様式第２号） 

(２) 会則、規約等 

(３) 団体の構成員名簿 

(４) 工事の概要がわかる図面等 

(５) 見積書の写し又は概算金額のわかる書類 

(６) 整備を行う施設等の現況写真 

(７) その他町長が必要と認める書類 

３ 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、御嵩町附属機関の設置に関す

る条例（令和２年条例第２号）に規定する御嵩町ふるさとづくり検討委員会（以

下「委員会」という。）の審査に付するものとする。 

４ 委員会は、前項の付議があったときは、申請団体から事業計画について十分な

説明を受けた上で審査を行うものとする。 

５ 町長は、前項の審査結果を考慮した上で事業計画の承認の可否を決定し、御嵩

町まちづくり活動等事業計画承認（不承認）通知書（別記様式第３号）により申

請団体に通知するものとする。 

６ 町長は、前項の規定により事業計画を承認した団体（以下「登録団体」という。）

を御嵩町まちづくり活動団体名簿（別記様式第４号）に登録するものとする。 

（事業計画の変更等） 

第７条 登録団体は、前条第２項の申請の内容に変更がある場合、事業を中止する

場合又は団体を解散する場合は、御嵩町まちづくり活動等事業計画変更等届出書

（別記様式第５号）に、町長が必要と認める書類を添えて、町長に届け出なけれ

ばならない。ただし、代表者以外の構成員の変更（第２条第１項第１号に該当し

なくなる場合を除く。）を除く。 



4/30 

２ 町長は、登録団体が解散したときは、御嵩町まちづくり活動団体名簿から当該

登録団体を抹消するものとする。 

（補助金の交付申請） 

第８条 登録団体は、承認を受けた事業計画に係る事業ごとに御嵩町まちづくり活

動等応援補助金交付申請書（別記様式第６号）に、次の書類を添えて、補助金の

交付を受けようとする年度ごとに町長が指定する日までに、町長に提出しなけれ

ばならない。ただし、第２号から第５号までの書類は、まちづくり施設等整備事

業に限る。 

(１) 年度事業計画書及び収支予算書（別記様式第７号） 

(２) 工事設計図書 

(３) 見積書の写し 

(４) 工事等に伴い必要となる許可等を受けたことを証する書類 

(５) 工事着手前の写真 

(６) その他町長が必要と認める書類 

２ 前項の場合において、当該申請に係る事業費（まちづくり推進イベント事業を

除く。）は、第６条第５項の規定により承認を受けた事業計画に係る事業費の額

を超えてはならない。 

（交付決定等） 

第９条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請を受けたときは、速やかに補

助金の交付の可否及びその額等を決定し、御嵩町まちづくり活動等応援補助金交

付（不交付）決定通知書（別記様式第８号）により前条の申請をした登録団体に

通知するものとする。 

２ 町長は、前項の規定による交付決定に条件を付すことができる。 

（交付決定の取消し等） 

第１０条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事

業者」という。）が不正又は虚偽の申請により交付決定を受けたと認められる場

合又は第12条の求めに応じない場合は、交付決定の全部又は一部を取り消すこと

ができる。 

２ 町長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合は、速やかに補助事業者

に通知するものとする。 

３ 町長は、交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、

既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとす

る。 

（事業の変更等） 

第１１条 補助事業者は、事業を中止し、若しくは廃止し、又は事業の内容、補助

対象経費若しくは第４条第３項各号に掲げる収入に著しい変更等が生じたとき、

若しくは生じるおそれがあるときは、速やかに御嵩町まちづくり活動等変更等承

認申請書（別記様式第９号）を町長に提出し、承認を受けなければならない。 

２ 町長は、前項の申請書が提出された場合は、内容等を確認したうえで変更等の

承認の可否を決定し、御嵩町まちづくり活動等変更等承認（不承認）通知書（別
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記様式第10号）により補助事業者に通知するものとする。 

３ 前項の場合において、町長は、補助金の額を変更したときは、御嵩町まちづく

り活動等応援補助金交付（不交付）決定通知書により補助事業者に通知するもの

とする。 

（繰越承認申請） 

第１２条 補助事業者は、交付決定を受けた事業が、補助事業者の責めに帰さない

事由により事業を翌年度に繰り越す必要がある場合は、繰越承認申請書（別記様

式第11号）を提出し、町長の承認を受けなければならない。 

２ 町長は、前項の繰越承認申請書を審査し、その結果を繰越承認（不承認）通知

書（別記様式第12号）により当該補助事業者に対して通知するものとする。 

３ 前項の規定により町長の承認を受けた事業については、前年度事業としてみな

すものとする。 

４ 補助事業者は、第２項の規定により町長の承認を受けた場合は、補助金の交付

決定を受けた日の属する年度の末日時点での繰越事業実施状況報告書（別記様式

第13号）を翌年度の４月10日までに町長に提出しなければならない。 

（令７訓令甲35・追加） 

（状況報告） 

第１３条 町長は、必要に応じて、交付決定をした事業の進捗その他の事項につい

て補助事業者に報告を求めることができる。 

２ 補助事業者は、前項の規定による要求があったときは、当該要求に係る事項を

書面、写真等により報告するものとする。 

（令７訓令甲35・旧第12条繰下） 

（実績報告） 

第１４条 補助事業者は、第９条の規定により交付決定を受けた事業が完了したと

きは、事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は翌年度の４月10日（繰

越承認を受けた場合は、承認日の属する年度の翌年度の４月10日）のいずれか早

い日までに、御嵩町まちづくり活動等実績報告書（別記様式第14号）に、次の書

類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、第３号の書類は、まちづ

くり施設等整備事業に限る。 

(１) 領収書等支払いの確認ができるものの写し 

(２) 団体の活動状況がわかる書類 

(３) 工事完成図書、写真等 

(４) その他町長が必要と認める書類 

（令７訓令甲35・旧第13条繰下・一部改正） 

（補助金の額の確定等） 

第１５条 町長は、前条の実績報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、

又は必要に応じて現地調査をし、適正と認めたときは補助金の額を確定し、御嵩

町まちづくり活動等応援補助金額確定通知書（別記様式第15号）により補助事業

者に通知するものとする。 

２ 前項の場合において、補助対象経費が交付決定に係る補助対象経費の額より減
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額となったときは補助金の額を減額し、増額となったときは交付決定額を超えて

確定しないものとする。 

（令７訓令甲35・旧第14条繰下・一部改正） 

（交付請求等） 

第１６条 前条の額の確定通知を受けた補助事業者は、御嵩町まちづくり活動等応

援補助金交付請求書（別記様式第16号）により、町長に補助金を請求するものと

する。 

２ 町長は、前項の請求があった場合は、速やかに補助金を交付するものとする。 

３ 町長は、事業を達成するために必要があると認めるときは、前項の規定にかか

わらず、補助金の一部を概算払により交付することができる。 

４ 前項の概算払の金額は、交付決定額に10分の９を乗じて得た額（当該額に千円

未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額）を限度とする。 

（令７訓令甲35・旧第15条繰下・一部改正） 

（補助金の精算） 

第１７条 概算払を受けた者は、第14条の額の確定後、速やかに精算しなければな

らない。 

（令７訓令甲35・旧第16条繰下） 

（書類の整備） 

第１８条 補助事業者は、この要綱による助成を受けた事業に係る収入及び支出を

明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、

保管しなければならない。 

２ 前項の帳簿及び証拠書類は、当該事業の完了する日の属する会計年度の翌年度

から起算して５年間保管しなければならない。 

（令７訓令甲35・旧第17条繰下） 

（その他） 

第１９条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長

が別に定める。 

（令７訓令甲35・旧第18条繰下） 

附 則 

（施行期日） 

１ この訓令は、公布の日から施行し、令和６年度予算に係る補助金から適用する。 

（経過措置） 

２ この訓令による改正前の御嵩町地域づくり活動助成金交付事業実施要綱の規定

により交付決定を受けた助成金の取扱いについては、なお従前の例による。 

（登録団体の特例） 

３ 町長は、第６条第６項の規定にかかわらず、この訓令による改正前の御嵩町地

域づくり活動助成金交付事業実施要綱の規定により助成を受けた団体を登録団体

とみなすことができる。 

（御嵩町地域づくり施設整備助成金交付事業実施要綱の廃止） 

４ 御嵩町地域づくり施設整備助成金交付事業実施要綱（平成20年訓令甲第２号）
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は、廃止する。 

附 則（令和７年訓令甲第35号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 

別表（第５条関係） 

事業 得点率 補助金の額 限度額 事業期間 

スタートアッ

プ事業 

第6条第4項に規定する審

査により算出された得点

率（以下「得点率」とい

う。）が3分の2以上であ

る場合 

補助対象経費に3分

の2を乗じた額 

15万円 1年以内 

得点率が3分の1以上3分

の2未満である場合 

補助対象経費に2分

の1を乗じた額 

10万円 

得点率が3分の1未満であ

る場合 

補助対象経費に3分

の1を乗じた額 

5万円 

まちづくり活

動事業 

得点率が3分の2以上であ

る場合 

補助対象経費に3分

の2を乗じた額 

30万円 3年以内 

得点率が3分の1以上3分

の2未満である場合 

補助対象経費に2分

の1を乗じた額 

20万円 

得点率が3分の1未満であ

る場合 

補助対象経費に3分

の1を乗じた額 

10万円 

まちづくり推

進イベント事

業 

― 補助対象経費に2分

の1を乗じた額 

10万円 イベントご

と 

まちづくり施

設等整備事業 

― 補助対象経費に10

分の9を乗じた額以

内の額 

― 1年以内 
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別記様式第１号（第６条関係） 

別記様式第２号（第６条関係） 

別記様式第３号（第６条関係） 

別記様式第４号（第６条関係） 

別記様式第５号（第７条関係） 

別記様式第６号（第８条関係） 

別記様式第７号（第８条関係） 

別記様式第８号（第９条関係） 

別記様式第９号（第11条関係） 

別記様式第１０号（第11条関係） 

別記様式第１１号（第12条関係） 

（令７訓令甲35・追加） 

別記様式第１２号（第12条関係） 

（令７訓令甲35・追加） 

別記様式第１３号（第12条関係） 

（令７訓令甲35・追加） 

別記様式第１４号（第14条関係） 

（令７訓令甲35・旧別記様式第11号繰下・一部改正） 

別記様式第１５号（第15条関係） 

（令７訓令甲35・旧別記様式第12号繰下・一部改正） 

別記様式第１６号（第16条関係） 

（令７訓令甲35・旧別記様式第13号繰下・一部改正） 

 


